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国
際
観
光
文
化
都
市
の
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
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）
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旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
観
光
文
化
都
市
の
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
に
関
す
る
法
律
の
実
施
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
そ

の
有
効
期
限
を
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


